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※第2期自殺対策計画策定を行った令和5年度時点のものです。

第５章

自殺対策の推進体制

野洲市の「いのち支える野洲市自殺対策計画」に基づく各施策は、関係機関とネットワー

クを構築しながら、目標達成に向け、次の体制により自殺対策を推進します。 

野洲市市民生活総合支援推進委員会（自殺防止対策連絡部会）により、自殺対策の施策に

ついての分析・評価を行い、施策展開に反映させ、目標達成に向けた事業の推進を図ります。
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※第2期自殺対策計画策定を行った令和5年度時点のものです。


